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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置であ
って、
　前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定する文字領域特定手段
と、
　前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出し、前記抽出した領域で
キー文字列を複数箇所で特定するキー文字列特定手段と、
　前記複数箇所で特定したキー文字列毎に予め対応づけられた位置条件に合致する前記抽
出した領域にある値を、前記出力するべく取得する取得手段と、
　前記出力するべく取得するための設定情報として記憶し、前記キー文字列毎に予め対応
づけられた位置条件を、前記キー文字列と前記値との相対的な方向及び前記キー文字列か
ら前記相対的な方向を見た場合の前記値の取得位置を特定可能な数で設定する設定手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記特定された文字領域にある文字列が複数行の文字列か否かを判定する複数行判定手
段と、
　前記複数行判定手段により複数行と判定された場合に、行ごとの文字領域を生成する生
成手段と
を更に備え、
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　前記キー文字列特定手段は、前記生成手段により生成された行ごとの文字領域の複数の
文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出し、前記抽出した領域でキー文字列を複数箇所で
特定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記文字領域は、ブロックセレクションにより得られた領域であることを特徴とする請
求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、前記抽出した領域で前記キー文字列のある領域と前記値のある領域と
の指定を受け付けることにより、前記キー文字列に対応づけられる位置条件を、前記キー
文字列と前記値との相対的な方向及び前記キー文字列から前記相対的な方向を見た場合の
前記値の取得位置を特定する数で設定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記設定情報を生成すべく、前記特定された文字領域を表示する表示手段と、
　前記キー文字列のある領域を、前記表示手段で表示された文字領域から指定を受け付け
る第１の受付手段と、
　前記値のある領域を、前記表示手段で表示された文字領域から指定を受け付ける第２の
受付手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第１の受付手段で指定されたキー文字列のある領域と、前記第２の受付手段で指定
された値のある領域とを識別可能に表示する識別表示手段を更に備えることを特徴とする
請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置であ
って、
　前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定する文字領域特定手段
と、
　前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出し、前記抽出した領域で
キー文字列を特定するキー文字列特定手段と、
　前記特定したキー文字列に予め対応づけられた位置条件に合致する領域にある文字列全
体を取得する取得手段と、
　前記取得した文字列全体に前記特定したキー文字列が含まれる場合に、前記出力するべ
く取得する値に対して予め設定された出力条件に従って前記取得した文字列全体から当該
キー文字列を除いた値を、前記出力するべく取得する値取得手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置の処
理方法であって、
　文字領域特定手段が、前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定
する文字領域特定ステップと、
　キー文字列特定手段が、前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出
し、前記抽出した領域でキー文字列を複数箇所で特定するキー文字列特定ステップと、
　取得手段が、前記複数箇所で特定したキー文字列毎に予め対応づけられた位置条件に合
致する前記抽出した領域にある値を、前記出力するべく取得する取得ステップと、
　設定手段が、前記出力するべく取得するための設定情報として記憶し、前記キー文字列
毎に予め対応づけられた位置条件を、前記キー文字列と前記値との相対的な方向及び前記
キー文字列から前記相対的な方向を見た場合の前記値の取得位置を特定する数で設定する
設定ステップと
を備えることを特徴とする処理方法。
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【請求項９】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置にお
いて実行可能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定する文字領域特定手段
と、
　前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出し、前記抽出した領域で
キー文字列を複数箇所で特定するキー文字列特定手段と、
　前記複数箇所で特定したキー文字列毎に予め対応づけられた位置条件に合致する前記抽
出した領域にある値を、前記出力するべく取得する取得手段と、
　前記出力するべく取得するための設定情報として記憶し、前記キー文字列毎に予め対応
づけられた位置条件を、前記キー文字列と前記値との相対的な方向及び前記キー文字列か
ら前記相対的な方向を見た場合の前記値の取得位置を特定可能な数で設定する設定手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置の処
理方法であって、
　文字領域特定手段が、前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定
する文字領域特定ステップと、
　キー文字列特定手段が、前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出
し、前記抽出した領域でキー文字列を特定するキー文字列特定ステップと、
　取得手段が、前記特定したキー文字列に予め対応づけられた位置条件に合致する領域に
ある文字列全体を取得する取得ステップと、
　値取得手段が、前記領域から前記取得した文字列全体に前記特定したキー文字列が含ま
れる場合に、それぞれの前記出力するべく取得する値に対して予め設定された出力条件に
従って、前記取得した文字列全体から当該キー文字列を除いた値を、前記出力するべく取
得する値取得ステップと
を備えることを特徴とする処理方法。
【請求項１１】
　複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取得して出力する情報処理装置にお
いて実行可能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた文字領域を特定する文字領域特定手段
と、
　前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字列の領域を抽出し、前記抽出した領域で
キー文字列を特定するキー文字列特定手段と、
　前記特定したキー文字列に予め対応づけられた位置条件に合致する領域にある文字列全
体を取得する取得手段と、
　前記取得した文字列全体に前記特定したキー文字列が含まれる場合に、前記出力するべ
く取得する値に対して予め設定された出力条件に従って前記取得した文字列全体から当該
キー文字列を除いた値を、前記出力するべく取得する値取得手段
　として機能させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書画像の所望の箇所の値を容易に取得可能とする画像処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な画像処理技術が開示されている。その中で、ブロックセレクション技術と
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いうものが存在する。
【０００３】
　ブロックセレクション技術とは、１ページ内の画像データの認識を行い、文字領域、図
領域、写真領域、表領域等のブロックに分類を行うものである。このブロックセレクショ
ン技術により得られた文字領域を文字認識することが行われている。ブロックセレクショ
ン技術については、特許文献１に開示されている。
【０００４】
　また、ブロックセレクションを用いないで文字認識する場合には、事前に文字認識領域
をテンプレートとして定義することが必要となる。文字認識領域を定義する技術について
は、特許文献２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１９５８８７号公報
【特許文献２】特開２００５－２６７３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ブロックセレクション技術を用いると、様々なフォームから文字情報を取得できるため
、利便性が高い一方、所定の範囲（例えば、文字列が複数行にわたる範囲）でブロック分
けするため、ブロック内の文字列をすべて抽出することになり、必要な文字列の取得する
ことは技術的に困難であった。
【０００７】
　また、文字認識領域を定義して文字列を取得する技術においては、設定が煩雑であった
。さらに、フォームごとに設定を作る必要があり、容易に文字列を取得することができな
かった。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、文書画像から所望の箇所の値を容易に取得できる仕組みを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的を達成するための、複数の異なる属性の領域を含む画像データから値を取
得して出力する情報処理装置であって、前記画像データの中で、複数の文字列で書かれた
文字領域を特定する文字領域特定手段と、前記文字領域の複数の文字列のそれぞれの文字
列の領域を抽出し、前記抽出した領域でキー文字列を複数箇所で特定するキー文字列特定
手段と、前記複数箇所で特定したキー文字列毎に予め対応づけられた位置条件に合致する
前記抽出した領域にある値を、前記出力するべく取得する取得手段と、前記出力するべく
取得するための設定情報として記憶し、前記キー文字列毎に予め対応づけられた位置条件
を、前記キー文字列と前記値との相対的な方向及び前記キー文字列から前記相対的な方向
を見た場合の前記値の取得位置を特定可能な数で設定する設定手段とを備えることを特徴
とする情報処理装置。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、文書画像から所望の箇所の値を容易に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像処理システムの構成例を示す図である
【図２】ＰＣ２０１の概略構成を示すブロック図である
【図３】画像処理システムにて実行される画像処理の概略を示すフローチャートである
【図４】設定条件（設定ファイル）作成処理のフローチャートである
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【図５】設定条件による値取得処理のフローチャートである
【図６】ブロック情報の一例を示すデータ図である
【図７】文字認識領域情報の一例を示すデータ図である
【図８】設定ファイルの一例を示すデータ図である
【図９】読み込む文書画像の一例を示すイメージ図である
【図１０】ブロック情報を文書画像上で表示した場合のイメージ図である
【図１１】文字認識領域情報を選択領域として文書画像上で表示した場合のイメージ図で
ある
【図１２】設定情報を生成するための設定画面の一例を示す図である
【図１３】値取得領域の選択を受け付けた場合に設定画面の一例を示す図である
【図１４】値取得処理により取得された値を表示した画面の一例を示す図である
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る画像処理方法が適用された画像処理システムの構成例
を示す図である。
【００１３】
　図１において、画像処理システムは、例えば、情報処理装置としてのパーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）２０１と、画像読取装置としてのスキャナ２０２と、印刷装置としてのプ
リンタ２０３とを備え、これらがネットワーク２０４を介して互いに接続されている。
【００１４】
　スキャナ２０２は、紙文書を光学的に読み取って電子化し、その画像データをＰＣ２０
１に送ることができる。ＰＣ２０１は、受信した画像データに対して所定の画像処理を実
行する。その際、オペレータがキーボードやマウス等を操作して処理結果の確認および修
正を行うことができる。プリンタ２０３は、所定の画像処理が行われた画像データをＰＣ
２０１から受信して印刷を行う。
【００１５】
　ネットワーク２０４は、インターネット、ＬＡＮやＷＡＮ、電話回線、専用デジタル回
線、ＡＴＭやフレームリレー回線、通信衛星回線、ケーブルテレビ回線、データ放送用無
線回線等のいずれか、またはこれらの組み合わせにより実現される、いわゆる通信ネット
ワークであり、データの送受信が可能であればよい。
【００１６】
　なお、本発明の実施形態に係る画像処理方法を図示の画像処理システムに適用した形態
について説明するが、これに限定されず、スキャナやプリンタが一体的に構成された複合
機に適用した形態であってもよい。また、ＰＣ２０１は、スキャナ２０２から入力された
画像データに限らず、デジタルカメラ等で撮影された文書画像データに対して本発明の画
像処理方法を実行してもよく、画像データの入力先や入力方法を限定するものではない。
【００１７】
　図２は、図１のＰＣ２０１の概略構成を示すブロック図である。
【００１８】
　ＰＣ２０１において、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に格納されている制御プログラム
に従って装置全体の制御を行う。ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１が実行する後述する処理
等の制御プログラムを含む各種プログラムや各種パラメータデータを格納する。ＲＡＭ１
０３は、記憶装置１０４からロードされたプログラムを一時的に記憶したり、エリア画像
や各種データを記憶する。また、ＲＡＭ１０３は、データの作業領域や一時待避領域とし
て機能する。
【００１９】
　記憶装置１０４は、例えば、ハードディスクやＣＤ－ＲＯＭ等で構成され、画像データ
を管理するデータベースを含む各種データを記憶する。ディスプレイ１０５は、例えば、
ＬＣＤやＣＲＴで構成される。入力装置１０６は、例えば、マウスやキーボード、ペンタ
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ブレット等で構成される。
【００２０】
　ネットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）１０９は、ネットワーク２０４上に接続され
ている外部装置（スキャナ２０２やプリンタ２０３に限らず、不図示のサーバや外部記憶
装置等）と通信し、プログラムやデータを読み込んだり、書き込んだりする。
【００２１】
　図３は、図１の画像処理システムにて実行される画像処理の概略を示すフローチャート
である。本処理は、ＰＣ２０１内の画像処理プログラムに基づいてＣＰＵ１０１により実
行される処理である。なお、図３の詳細な処理を示すフローチャートは、図４と図５を用
いて説明する。
【００２２】
　まず、ステップＳ３０１では、ＰＣ２０１は、スキャナ２０２を制御して紙文書の画像
を読み取らせて、その画像データを取得する。次に、ＰＣ２０１は、画像に対してブロッ
クセレクション処理を行って、画像から表、文字、絵や図、枠、線の各領域を抽出する。
【００２３】
　ブロックセレクション処理とは、図９のように読み取った一頁のイメージデータをオブ
ジェクト毎の塊として認識し、該ブロック各々を文字／　図画／　写真／線／表等の属性
に判定し、異なる属性を持つ領域に分割する処理である。
【００２４】
　具体的には、先ず、入力画像を白黒に二値化し、輪郭線追跡をおこなって黒画素輪郭で
囲まれる画素の塊を抽出する。面積の大きい黒画素の塊については、内部にある白画素に
対しても輪郭線追跡をおこない白画素の塊を抽出、さらに一定面積以上の白画素の塊の内
部からは再帰的に黒画素の塊を抽出する。
【００２５】
　このようにして得られた黒画素の塊を、大きさおよび形状で分類し、異なる属性を持つ
領域へ分類していく。たとえば、縦横比が１に近く、大きさが一定の範囲のものを文字相
当の画素塊とし、さらに近接する文字が整列良くグループ化可能な部分を文字領域、扁平
な画素塊を線領域、一定大きさ以上でかつ四角系の白画素塊を整列よく内包する黒画素塊
の占める範囲を表領域、不定形の画素塊が散在している領域を写真領域、それ以外の任意
形状の画素塊を図画領域、などとする。
【００２６】
　ブロックセレクション処理で得られた各ブロックに対するブロック情報を図６に示す。
図６に示すブロック情報に対応する画像の例が図１０である。なお、各ブロック情報は画
面上で表示されないが、説明のために図１０で各ブロックを示すものとする。
【００２７】
　このブロックセレクション処理で得られたブロックのうち、テキスト属性（種別）を持
つブロックを取得し、このブロックについて文字認識処理を行う。文字認識技術について
は既知の技術であるため説明を省略する。
【００２８】
　文字認識をした結果得られた文字列から、複数行にわたる領域かを判定し、複数行にわ
たる場合には、各行に分割して、領域として登録する。１行はそのままの領域として登録
する。文字認識した場合に得られた領域（座標）も取得できるため、その座標を登録する
。領域として登録されたデータの例が図７である。図６のブロック４が５つの領域として
分割され、登録されている（７０１）。
　なお、文字認識の結果によっては、行が分かれる「個人番号」「１２３４５６７８９０
１２」場合は、７０２のように、わかれて登録される。
【００２９】
　この登録された領域を用いて、設定画面上（図１３）で、ユーザにより選択し、値取得
領域を特定するための条件（設定条件）を作成する。作成された設定条件を、設定ファイ
ル（図８）に保存して、記憶装置１０４に記憶する。
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【００３０】
　ステップＳ３０２では、ＰＣ２０１は、実際に値を取得したい画像を読み込み、ステッ
プＳ３０１で作成した設定条件に従って、値を取得する領域を特定する。この特定は、ス
テップＳ３０１で説明した処理と同様に、ブロックセレクションにより得られたブロック
に対して文字認識処理を行い、行分割して、領域を登録する。この領域から、設定条件の
キー領域の検索文字列（例えば、通知カード）を基に、キー領域を検索して、このキー領
域から、条件（例えば、下、１）を用いて、キー領域の下の１つ目の領域を値取得領域と
して特定する。
【００３１】
　ステップＳ３０３では、ＰＣ２０１は、値取得領域として特定された領域に登録されて
いる文字列（数字）を取得して、ディスプレイ１０５に表示する。ディスプレイへの表示
例は、図１４である。また、ユーザからの出力指示によりＣＳＶファイル等に取得した値
のデータ群をエクスポートして出力する。
【００３２】
　次に図４～図５を用いて、本実施形態における詳細処理について説明する。なお、図４
～図５は、図１の画像処理システムにて実行される画像処理の詳細を示すフローチャート
である。本処理は、ＰＣ２０１内の画像処理プログラムに基づいてＣＰＵ１０１により実
行される処理である。図４は、設定条件（設定ファイル）作成処理のフローチャートであ
り、図５は、設定条件による値取得処理のフローチャートである。
　まず、図４のフローチャートを用いて説明する。
【００３３】
　ステップＳ４０１では、ＰＣ２０１は、ユーザの操作により、画像処理プログラムを実
行させ、不図示のメニューから設定条件作成機能が選択されたか。値取得機能が選択され
たかを判定する。設定条件作成機能が選択された場合にはステップＳ４０２へ処理を移す
。値取得機能が選択された場合には、図５へ処理を移す。
【００３４】
　ステップＳ４０２では、ＰＣ２０１はスキャナから取り込まれた画像、或いは所定のフ
ォルダに格納されている画像を読み込む。読み込まれた画像の例が、図８である。
【００３５】
　ステップＳ４０３では、ＰＣ２０１は、読み込まれた画像を用いて、ブロックセレクシ
ョン処理を実行する。なお、ブロックセレクション処理については、ステップＳ３０１の
通りである。このブロックセレクションは、ブロックセレクションライブラリを用いて実
行する。ブロックセレクションで得られるブロック情報は図６である。
【００３６】
　ここで、図６を説明する。ブロックＩＤ、種別（テキスト、図、表・・・）領域情報（
座標Ｘ、座標Ｙ、幅、高さ）を有している。これらのブロック情報は、ブロックセレクシ
ョンライブラリが生成するものである。
【００３７】
　ステップＳ４０４では、ＰＣ２０１は、ブロックセレクションライブラリからテキスト
種別、表種別を有するブロック情報を取得する。
【００３８】
　ステップＳ４０５では、ＰＣ２０１は、取得したブロックに対して、文字認識処理を行
う。文字認識処理は既知の技術であり説明を省略するが、例えば、パターンマッチングを
用いて、記入文字と文字のテンプレートを照合して、文字候補を抽出する技術がある。
【００３９】
　文字認識処理により、文字列（数字含む）と、その文字列の領域情報（座標）が取得で
きる。領域情報は、文字列を囲む枠を示す領域である。文字認識した結果は、ブロックご
とにメモリで管理されるものとする。
【００４０】
　ステップＳ４０５では、すべてのブロックに対して、まず文字認識を実行し、ステップ
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Ｓ４０８の処理へ移行するようにしているが、１ブロックごとに、文字認識を行い、Ｓ４
０８の判定を行ってもよい。すなわち、すべてのブロックに対して文字認識を実行したあ
とに、ステップＳ４０８の判定を実行する手順に限定されるものではない。
【００４１】
　ステップＳ４０６では、ＰＣ２０１は、すべてのブロックに対して、処理を実行したか
否かを判定する。すべてのブロックに対して処理が行われていない場合、次に処理するブ
ロックの文字列を取得するべくステップＳ４０７へ処理を移す。すべてのブロックに対し
て処理を実行した場合には、ステップＳ４１１へ処理を移す。
【００４２】
　ステップＳ４０７では、ＰＣ２０１は、処理対象のブロックの文字認識結果（文字列）
をメモリから取得する。
【００４３】
　ステップＳ４０８では、ＰＣ２０１は、取得した文字列が複数行の文字列かを判定する
。図１０を参照し、ブロック４を例にとると、５行にわたる文字列が取得できるため、ス
テップＳ４１０へ処理を移す。また、ブロック１を例にとると、１行の文字列が取得でき
るため、ステップＳ４０９へ処理を移す。
【００４４】
　ステップＳ４０９では、ＰＣ２０１は、文字認識結果を、図７の文字認識領域情報に登
録する。図７では、領域ＩＤと、文字認識結果から得られる文字列と、文字列がある位置
を示す領域情報（座標）を登録する。
【００４５】
　ステップＳ４１０では、ＰＣ２０１は、行ごとに分割して、文字認識領域情報に登録す
る。図７の７０１に示す通り、ブロック４の文字列が、５つの領域に分けて登録される。
なお、領域情報（座標）は、それぞれの行の文字列のある位置の座標が登録される。
　なお、この図７に登録された領域が、後述する設定画面で選択可能な選択領域となる。
【００４６】
　ステップＳ４１１では、ＰＣ２０１は、図７の文字認識領域情報の座標を用いて、選択
領域を表示する。選択領域を表示した例が、図１１であり、選択領域は、破線で示されて
いる。すなわち、設定情報を生成すべく、文字認識処理により得られた文字認識領域を表
示する表示処理の一例を示すステップである。
【００４７】
　ステップＳ４１２では、ＰＣ２０１は、選択領域を表示する際に、設定画面を合わせて
表示する。設定画面の例が、図１２である。なお、設定画面の表示は、Ｓ４０２の画面を
読み込む際に事前に表示されている構成であってもよく、手順を限定するものではない。
【００４８】
　ステップＳ４１３では、ＰＣ２０１は、ユーザの操作により、キー領域とする領域の選
択を受ける。図１２の例を基に詳述すると、１２００にフォーカスがある状態で、１２０
１の領域を選択すると、１２００に選択された領域名がインプットされる。領域名は、図
７の文字列から取得して表示する。何文字目までを領域名とするか、スペースなどの区切
りまでを領域名とするかは予め設定されているものとする。
　すなわち、キーとなる領域を、表示された文字認識領域から選択する第１の選択処理の
一例を示すステップである。
【００４９】
　１２０１と１２０２は、実線で示されている通り、キー領域として選択されたことを示
している。また、未選択の領域と識別できるように表示する。これにより、キー領域とし
てどの領域を選択しているのかを把握しやすくなる。
【００５０】
　条件（ａｎｄ、ｏｒ）については、ユーザが任意に選択するものとする。位置について
は、後述するが、値取得領域として領域が選択された場合に、表示される。
【００５１】
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　ステップＳ４１４では、ＰＣ２０１は、上述したように選択した領域の領域名を設定画
面に表示する。複数のキー領域を選択する場合には、次の領域を繰り返し選択する。
【００５２】
　ステップＳ４１５では、ＰＣ２０１は、値取得領域とする領域の選択を受け付ける。図
１３の例を基に詳述すると、１３００にフォーカスがある状態で、１３０１の領域を選択
すると、１３００に選択された領域名がインプットされる。領域名は、図７の文字列から
取得して表示する。何文字目までを領域名とするか、スペースなどの区切りまでを領域名
とするかは予め設定されているものとする。
　すなわち、値取得領域となる領域を、表示された文字認識領域から選択する第２の選択
処理の一例を示すステップである。
【００５３】
　１３０１は、斜め線で網掛け表示されている通り、値取得領域として選択されたことを
示している。また、未選択の領域、キー領域と識別できるように表示する。これにより、
キー領域として、また値取得領域としてどの領域を選択しているのかを把握しやすくなり
、設定作業が容易になる。
【００５４】
　すなわち、第１の選択処理で選択されたキーとなる領域と、第２の選択処理で選択され
た値取得領域となる領域とを識別可能に表示する識別表示処理の一例を示すステップもの
である。
【００５５】
　ステップＳ４１６では、ＰＣ２０１は、上述したように選択した領域（値取得領域）の
領域名を設定画面に表示する。
【００５６】
　ステップＳ４１７では、ＰＣ２０１は、キー領域と値取得領域の関係（位置）取得する
。具体的には、キー領域として選択した領域の領域情報（座標）と、値取得領域として選
択した領域の領域情報（座標）から位置関係を算出する。例えば、値取得領域がキー領域
の下に位置すると判定された場合には、キー領域から下方向で、何個目の領域かを決定す
る。図１３の例では、１３０１は、通知カードの領域の下にある領域と判定され、１個目
の領域と決定される。この位置の決定を、選択されたキー領域ごとに行い、関係の位置情
報を取得する。
【００５７】
　すなわち、第１の選択処理により選択されたキーとなる領域の領域情報と第２の選択処
理により選択された値取得領域の領域情報に従って、キーとなる領域に対応する値取得領
域の位置を特定する特定処理の一例を示すステップである。
【００５８】
　ステップＳ４１８では、ＰＣ２０１は、ステップＳ４１７で取得した位置情報を１３０
２に条件として設定して、表示する。
　ステップＳ４１９では、ＰＣ２０１は、その他の条件設定の入力を受け付ける。例えば
、取得値属性、桁数などである。
【００５９】
　なお、ステップＳ４１３～ステップＳ４１９の処理に対応する操作は、ユーザが任意の
順番で入力操作ができるため、フローチャートに記載の手順に限定されるものではない。
【００６０】
　ステップＳ４２０では、ＰＣ２０１は、ユーザの操作により登録ボタンが押下されると
、設定画面で入力された条件（設定情報）を設定ファイルに保存する。すなわち、特定処
理により特定された位置を位置条件として設定し、第１の選択処理で選択されたキーとな
る領域の文字列をキー文字列として設定する処理の一例を示すステップである。なお、図
１３の設定画面での各項目へインプットも設定処理の一例である。
【００６１】
　設定ファイルの保存例は、図８である。８０１は、７０１のように領域が登録された場
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合の例であり、８０２は、７０２のように個人番号と、数字の領域が別の行として認識さ
れ、領域が登録された場合の例である。そして、キー領域として、通知カード、個人番号
が選択された場合の例である。
【００６２】
　なお、図８の設定ファイルの設定情報は、キーとなる領域を特定するためのキー文字列
（例えば、キー領域の検索文字列：通知カード）と、キーとなる領域に基づき文字列を取
得する領域を特定するための位置条件（条件：下、１）を含む設定情報と言い換えること
が可能である。
【００６３】
　続いて、図５を用いて、設定条件による値取得処理のフローチャートについて説明する
。
【００６４】
　ステップＳ５０１では、ＰＣ２０１は、設定ファイルから設定情報を読み込む。利用す
る設定ファイルは、ユーザが任意に選択して読み込んでもよい。
　ステップＳ５０２では、ＰＣ２０１は、ＰＣ２０１はスキャナから取り込まれた画像、
或いは所定のフォルダに格納されている画像を読み込む。
【００６５】
　ステップＳ５０３では、ＰＣ２０１は、ＰＣ２０１は、読み込まれた画像を用いて、ブ
ロックセレクション処理を実行する。このブロックセレクションは、ブロックセレクショ
ンライブラリを用いて実行する。なお、ブロックセレクション処理については、ステップ
Ｓ３０１の通りである。また、ブロック情報は図６と同様である。さらに、ブロックセレ
クションライブラリで文字認識処理を実行してもよい。
【００６６】
　ステップＳ５０４では、ＰＣ２０１は、ブロックセレクションライブラリからテキスト
種別、表種別を有するブロック情報を取得する。
【００６７】
　ステップＳ５０５では、ＰＣ２０１は、取得したブロックに対して、文字認識処理を行
う。文字認識処理は既知の技術であり説明を省略するが、例えば、パターンマッチングを
用いて、記入文字と文字のテンプレートを照合して、文字候補を抽出する技術がある。
【００６８】
　文字認識処理により、文字列（数字含む）と、その文字列の領域情報（座標）が取得で
きる。領域情報は、文字列を囲む枠を示す領域である。文字認識した結果は、ブロックご
とにメモリで管理されるものとする。
【００６９】
　ステップＳ５０５では、すべてのブロックに対して、まず文字認識を実行し、ステップ
Ｓ５０８の処理へ移行するようにしているが、１ブロックごとに、文字認識を行い、Ｓ５
０８の判定を行ってもよい。すなわち、すべてのブロックに対して文字認識を実行したあ
とに、ステップＳ５０８の判定を実行する手順に限定されるものではない。
【００７０】
　ステップＳ５０６では、ＰＣ２０１は、すべてのブロックに対して、処理を実行したか
否かを判定する。すべてのブロックに対して処理が行われていない場合、次に処理するブ
ロックの文字列を取得するべくステップＳ５０７へ処理を移す。すべてのブロックに対し
て処理を実行した場合には、ステップＳ５０９へ処理を移す。
【００７１】
　ステップＳ５０７では、ＰＣ２０１は、処理対象のブロックの文字認識結果（文字列）
をメモリから取得する。すなわち、所定の領域の画像に対する文字認識結果（ブロックの
文字認識の結果）により得られる文字列を取得する取得処理の一例を示すステップである
。所定の領域とは、例えば、ブロックセレクションにより得られた領域である。
【００７２】
　ステップＳ５０８では、ＰＣ２０１は、取得した文字列が複数行の文字列かを判定する
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。ステップＳ４０８の処理と同様のため、図１０を参照し説明する。ブロック４を例にと
ると、５行にわたる文字列が取得できるため、ステップＳ５１０へ処理を移す。また、ブ
ロック１を例にとると、１行の文字列が取得できるため、ステップＳ５０９へ処理を移す
。すなわち、ステップＳ５０８は、取得処理により取得された文字列が複数行の文字列か
否かを判定する複数行判定処理の一例を示すステップである。
【００７３】
　ステップＳ５０９では、ＰＣ２０１は、文字認識結果をメモリに記憶する。なお、ステ
ップＳ４０９の処理と同様のため、図７を用いて説明する。文字認識結果は図７の文字認
識領域情報に登録される。図７では、領域ＩＤと、文字認識結果から得られる文字列と、
文字列がある位置を示す領域情報（座標）を登録する。
【００７４】
　ステップＳ５１０では、ＰＣ２０１は、行ごとに領域を分割して、文字認識領域情報を
生成し、登録する。図７の７０１に示す通り、ブロック４の文字列が、５つの領域に分け
て登録される。なお、領域情報（座標）は、それぞれの行の文字列のある位置の座標が登
録される。
【００７５】
　なお、図７の文字認識領域情報は、文字認識処理により得られた文字認識領域と言い換
えることが可能である。また、ステップＳ５１０は、複数行判定処理により複数行と判定
された場合に、行ごとの文字認識領域を生成する生成処理の一例を示すステップである。
【００７６】
　ステップＳ５１１では、ＰＣ２０１は、読み込まれた設定情報のキー領域の検索文字列
（図８参照）を取得して、文字認識領域情報を検索する。キー領域の検索文字列に従って
、文字認識領域情報の文字列で一致する領域を特定する。これにより、一致した領域がキ
ー検索領域となる。すなわち、キー文字列に従って、文字認識処理により得られた文字認
識領域から、キーとなる領域を特定するキー領域特定処理の一例を示すステップである。
また、詳細には、生成処理により生成された文字認識領域から、キーとなる領域を特定す
る処理の一例を示すステップである。
【００７７】
　ステップＳ５１２では、ＰＣ２０１は、キー領域と、設定情報の条件（例えば、「下、
１」）を取得して、キー領域から１つ下の領域を特定する。キー領域の座標を基に、文字
認識領域情報（例えば、図７）を参照して下方向の座標を有する領域を検索し、特定する
。この特定した領域が値取得領域となる。なお、下方向の座標を有する領域のうち、一番
近い座標を持つ領域から順に１つ目の領域、２つ目の領域とする。
　キー領域が複数ある場合には、キー領域の条件「ａｎｄ、ｏｒ」に従って、値取得領域
を特定する。
【００７８】
　すなわち、特定されたキーとなる領域と設定情報の位置条件に従って、文字認識領域か
ら値取得領域を特定する値取得領域特定処理の一例を示すステップである。
【００７９】
　ステップＳ５１２で値取得領域が特定できた場合には、画像上に値取得箇所を示すよう
に、値取得領域の座標に従って、枠等の識別表示を行う。なお、識別表示した例が、図１
４の１４０１である。図１４は、図９の帳票とは異なる個人を例にした帳票の画像（文書
画像）で、値取得表示と、識別表示をしている。
【００８０】
　ステップＳ５１１とステップＳ５１２により、キー領域を特定したうえで、キー領域か
ら位置条件（例えば、下、１）にある領域を特定して値を取得するため、誤った位置の値
を取得することがなくなる。文字認識定義のあるテンプレートを用いた場合には、ユーザ
による貼り付け誤差によって、適切な値が取得できないが、本処理を用いることにより貼
り付け誤差があっても取得したい箇所の値を取得することが可能となる。
【００８１】
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　ステップＳ５１３では、ＰＣ２０１は、ステップＳ５１２で特定した値取得領域の文字
列を取得する。文字列の取得は、文字認識領域情報（例えば、図７）の文字列から取得す
る。この時、出力条件（例えば「数字、１２ケタ」）に従って、必要な文字列を取得する
。
【００８２】
　ステップＳ５１４では、ＰＣ２０１は、取得した文字列（値）を認識結果画面１４０２
に表示する。すなわち、特定された値取得領域の文字列を出力する表示出力処理の一例を
示すステップである。
【００８３】
　なお、ステップＳ５１３で出力条件に合致する値が取得できない場合にはエラーを通知
する。認識結果に誤りがあった場合には、ユーザにより、修正入力エリアに修正値を入力
させることが可能である。修正入力エリアに入力された場合には、入力値が登録される値
となる。
【００８４】
　ステップＳ５１５では、ＰＣ２０１は、認識結果をＣＳＶファイルに出力する。なお、
複数の画像が読み込まれた場合には、すべての画像に対して、値取得を実行し、図１４の
登録ボタンで値を登録して、最後の画像に対する値を登録すると、ＣＳＶファイルにて値
を出力する。出力するファイルの形式は一例であり、限定されるものではない。
【００８５】
　また、ファイルの出力先を任意に指定する、出力する際には、不図示の出力ボタンを押
下することで、所定の出力先に認識結果（値）を出力することが可能であることは言うま
でもない。
　出力する値としては、「９８７６５４３２１０９８」だけでもよいし、９８７６５４３
２１０９８の領域名（個人番号）と合わせて出力してもよい。
【００８６】
　以上、本実施形態によれば、文書画像から所望の箇所の値を容易に取得できる。
【００８７】
　特に、煩雑な設定が必要な文字認識領域を設定したテンプレートを用いることなく、容
易に値取得する条件を設定することができる。また、ブロックセレクションにより複数行
にわたる文字列が取得できる場合においても、所定の位置にある値を容易かつ精度よく取
得させることが可能となる。
【００８８】
　例えば、テンプレートと用いる文字認識技術を用いた場合に、申請書に貼り付け書類が
あると、貼付け位置がずれてしまうと認識領域がずれてしまい、誤った値が取得されると
いう技術的な課題がある。本実施形態では、貼付け位置が上下左右にずれたとしても、ブ
ロックセレクションを用いて、キー領域を特定したうえで、キー領域から位置条件にある
領域を特定して値を取得するため、誤った位置の値を取得することがなくなるという効果
を得ることできる。
【００８９】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。例えば、本実施
形態では、値取得領域を特定する条件として、「１つ」下の領域という形で領域単位で条
件を持たせるようにしたが、キー領域からの相対的な位置を持たせるようにしてもよい。
すなわち、値取得領域を特定するためのキー領域からの位置条件を持たせる構成であれば
よい。
【００９０】
　以上、一実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラムもしくは記録媒体等としての実施態様をとることが可能であり、具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。例えば、クラウド環境で実現する構成であってもよい。その場合、クラウ
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ド環境上のサーバで、設定ファイル作成ツールが実行される。
【００９１】
　また、本発明におけるプログラムは、図３～図５に示すフローチャートの処理方法をコ
ンピュータが実行可能なプログラムである。なお、記憶媒体に図３～図５の処理方法をコ
ンピュータが実行可能なプログラムが記憶される構成であってもよい。なお、本発明にお
けるプログラムは図３～図５の各装置の処理方法ごとのプログラムであってもよい。
【００９２】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムを読出し実行することによっても、本発
明の目的が達成されることは言うまでもない。
【００９３】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラムを記憶した記録媒体は本発明を構成することになる。
【００９４】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク、ソリ
ッドステートドライブ等を用いることができる。
【００９５】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもな
い。
【００９６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００９７】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給す
ることによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明
を達成するためのプログラムを格納した記録媒体を該システムあるいは装置に読み出すこ
とによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【００９８】
　さらに、本発明を達成するためのプログラムをネットワーク上のサーバ、データベース
等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、そのシステムある
いは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
　なお、上述した各実施形態およびその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれ
るものである。
【符号の説明】
【００９９】
１０１　ＣＰＵ
１０２　ＲＡＭ
１０４　記憶装置
２０１　ＰＣ
２０２　スキャナ
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